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高鍋町告示第29号 

 令和５年第２回高鍋町議会定例会を次のとおり招集する。 

    令和５年６月２日 

                              高鍋町長 黒木 敏之 

１ 期 日  令和５年６月８日（木） 

２ 場 所  高鍋町役場議場 

──────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

日髙 正則君          森﨑 英明君 

橋  重文君          春成  勇君 

兒玉 秀人君          中村 末子君 

田中 義基君          森  弘道君 

加藤 秀文君          樫原 富子君 

松岡 信博君          緒方 直樹君 

古川  誠君          永友 良和君 

──────────────────────────────── 

○６月12日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○６月13日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○６月14日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○６月19日に応招した議員 

同上 

──────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

──────────────────────────────── 
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────────────────────────────────────────── 

令和５年 第２回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           令和５年６月８日（木曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       令和５年６月８日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 

      （２）例月現金出納検査結果報告 

      （３）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 報告第１号 令和４年度高鍋町一般会計継続費繰越計算書について 

 日程第５ 報告第２号 令和４年度高鍋町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第６ 報告第３号 令和４年度高鍋町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に

ついて 

 日程第７ 報告第４号 株式会社高鍋衛生公社令和４年度会計決算及び令和５年度会計

予算について 

 日程第８ 同意第１号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第９ 同意第２号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第10 同意第３号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第11 同意第４号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第12 同意第５号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第13 同意第６号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第14 同意第７号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第15 議案第37号 高鍋町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第16 議案第38号 一ツ瀬川雑用水管理事業の設置等に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第17 議案第39号 令和５年度高鍋町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第18 議案第40号 令和５年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第41号 令和５年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第１号） 

──────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 諸報告 

      （１）議長の会務報告 
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      （２）例月現金出納検査結果報告 

      （３）町長の政務報告 

 日程第３ 会期の決定 

 日程第４ 報告第１号 令和４年度高鍋町一般会計継続費繰越計算書について 

 日程第５ 報告第２号 令和４年度高鍋町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第６ 報告第３号 令和４年度高鍋町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に

ついて 

 日程第７ 報告第４号 株式会社高鍋衛生公社令和４年度会計決算及び令和５年度会計

予算について 

 日程第８ 同意第１号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第９ 同意第２号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第10 同意第３号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第11 同意第４号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第12 同意第５号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第13 同意第６号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第14 同意第７号 高鍋町農業委員会委員の任命について 

 日程第15 議案第37号 高鍋町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第16 議案第38号 一ツ瀬川雑用水管理事業の設置等に関する条例の一部改正につ

いて 

 日程第17 議案第39号 令和５年度高鍋町一般会計補正予算（第４号） 

 日程第18 議案第40号 令和５年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第41号 令和５年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第１号） 

──────────────────────────────── 

出席議員（14名） 

１番 日髙 正則君       ２番 森﨑 英明君 

３番 橋  重文君       ５番 春成  勇君 

６番 兒玉 秀人君       ７番 中村 末子君 

８番 田中 義基君       10番 森  弘道君 

11番 加藤 秀文君       12番 樫原 富子君 

13番 松岡 信博君       14番 緒方 直樹君 

15番 古川  誠君       16番 永友 良和君 

──────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

──────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

──────────────────────────────── 
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事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 徳永 惠子君   事務局長補佐 井戸川 隆君 

議事調査係長 宮本 敦子君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 黒木 敏之君   副町長 ………………… 小山 圭一君 

教育長 ………………… 島埜内 遵君   代表監査委員 ………… 三輪 見敏君 

農業委員会会長 ……… 坂本 弘志君                      

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 野中 康弘君 

財政経営課長 ………… 飯干 雄司君   建設管理課長 ………… 吉田 聖彦君 

農業政策課長 ………… 濱本 明俊君   農業委員会事務局長 … 杉  英樹君 

地域政策課長 ………… 山下 美穂君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 鳥取 和弘君 

町民生活課長 ………… 日高 茂利君   健康保険課長 ………… 濱本 生代君 

福祉課長 ……………… 杉田 将也君   税務課長 ……………… 宮越 信義君 

上下水道課長 ………… 渡部 忠士君   教育総務課長 ………… 横山 英二君 

社会教育課長 ………… 岩佐 康司君                      

──────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（永友 良和）  おはようございます。只今から令和５年第２回高鍋町議会定例会を

開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 この際、議会運営委員会の報告を求めます。委員長、日髙正則議員。 

○議会運営委員会委員長（日髙 正則君）  １番、日髙正則。おはようございます。令和

５年第２回高鍋町議会定例会の招集に伴いまして、去る６月５日午前１０時より第３会議

室におきまして、議会運営委員全員、議長、副議長はオブザーバーとして出席、執行部よ

り副町長、総務課長、財政経営課長の３名、議会事務局より、日程説明のため、事務局長

と補佐の２名が出席し、議会運営委員会を開催いたしましたので、御報告いたします。 

 今回の定例会に提案されます案件は、報告第１号令和４年度高鍋町一般会計継続費繰越

計算書についてほか報告が３件、同意第１号高鍋町農業委員会委員の任命についてほか同

意が６件、議案第３７号高鍋町国民健康保険税条例の一部改正についてほか条例の一部改

正が１件、議案第３９号令和５年度高鍋町一般会計補正予算（第４号）ほか補正予算が

２件の合計１６件であります。 

 執行部から説明を受け、委員から報告の詳細の説明と提案理由書の配付を求められまし

た。その後、議会事務局より会期日程についての説明を受け、会期については、本日６月

８日から６月１９日までの１２日間で行うことで委員全員の意見の一致を見ましたので、
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御報告いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（永友 良和）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、３番、橋重文議員、５番、春

成勇議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．諸報告 

○議長（永友 良和）  日程第２、諸報告を行います。 

 まず、議長の会務報告につきましては、別紙がお手元に配付してありますが、これによ

り朗読及び説明を省略して差し支えありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、議長の会務報告は朗読及び説明

を省略いたします。 

 例月現金出納検査結果報告につきましては、報告書がお手元に配付してありますので、

これにより報告といたします。 

 次に、町長の政務報告を行います。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。皆さん、おはようございます。令和５年３月１日から令和

５年５月３１日までの主な政務について御報告申し上げます。 

 まず、株式会社エスプールとのゼロカーボンシティに関する連携協定締結式についてで

ございますが、３月３０日木曜日、高鍋町役場において執り行いました。高鍋町における

ＣＯ２の排出量などの基本情報の整理や分析を行い、地域特性を生かした実効性の高い計

画の検討や脱炭素に関する専門的な助言をいただくことにより、ゼロカーボンシティの実

現と持続可能な地域の発展に寄与するものと期待しております。 

 次に、株式会社米澤佐藤畜産ランドセル贈呈式についてでございますが、４月１２日水

曜日、高鍋町役場において執り行いました。株式会社米澤佐藤畜産様は、米沢牛を学校給

食に御提供いただいたり、児湯地域から買い上げた子牛を肥育して、鷹山牛のブランドと

して販売いただくなど、日頃から姉妹都市であります山形県米沢市との交流のかけ橋とし

て、本町に対し、多大なる御支援をいただいております。今回は、米沢牛の革をアップサ

イクルし、ランドセルに仕立てた米沢牛革ランドセルを贈呈いただきました。これまで利

活用できずに処分されていた米沢牛の革が形を変えて生まれ変わり、新たな価値を創出す

るという持続可能性を追求したＳＤＧｓにもつながる非常に先進的で貴重な取組であると

考えております。贈呈いただきました米沢牛革ランドセルは、高鍋町社会福祉協議会にて

有効活用していただくこととなっております。 

 次に、第３２回石井十次賞贈呈式及び第４１回石井十次生誕記念式典についてでござい

ますが、４月１３日木曜日、たかしんホールにおいて開催されました今回の石井十次賞は、
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児童養護施設を離れた若者らの支援に取り組んでおられます社会福祉法人大阪児童福祉事

業協会アフターケア事業部が受賞されました。生誕記念式典では、第８回石井十次なわの

おび賞の贈呈式や児童生徒による意見発表が行われ、高鍋町が生んだ孤児の父をしのびま

した。 

 次に、一般社団法人サーキュラーコットンファクトリーとの繊維廃棄物の再利用等に関

する連携協定締結式についてでございますが、５月３０日火曜日、高鍋町役場において執

り行いました。令和４年３月に表明いたしました高鍋町ゼロカーボンシティ宣言に基づき、

様々な取組を行っている中、一般社団法人サーキュラーコットンファクトリーの代表理事

であります渡邊智惠子様との出会いがあり、町内から排出される繊維廃棄物を回収し、紙

として再利用することで、廃棄物の削減及び持続可能な地域の発展に向けての取組を進め

ることについて合意し、今回連携協定を締結することとなりました。自治体としては、全

国初となる取組であり、町民の皆様や町内事業者様の御協力をいただきながら、繊維廃棄

物の回収を行い、繊維廃棄物から再生された紙を町の広報誌や灯籠まつりの紙灯籠に活用

するなど、町民の皆様の目に見える形でアップサイクルすることにより、ゼロカーボンシ

ティの実現やＳＤＧｓの推進につながるものと大いに期待しております。 

 以上、その他の政務につきましては、お手元の政務報告にて御確認いただきますようお

願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  以上で、日程第２、諸報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．会期の決定 

○議長（永友 良和）  次に、日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、会期日程予定表のとおり、本日から６月１９日

までの１２日間にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  異議なしと認めます。したがって、会期は本日から６月１９日まで

の１２日間に決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．報告第１号 

日程第５．報告第２号 

日程第６．報告第３号 

日程第７．報告第４号 

○議長（永友 良和）  日程第４、報告第１号令和４年度高鍋町一般会計継続費繰越計算書

についてから、日程第７、報告第４号株式会社高鍋衛生公社令和４年度会計決算及び令和

５年度会計予算についてまで、以上４件を議題といたします。 

 町長の報告を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。報告第１号令和４年度高鍋町一般会計継続費繰越計算書に
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ついてから、報告第４号株式会社高鍋衛生公社令和４年度会計決算及び令和５年度会計予

算についてまでを一括して提案理由を申し上げます。 

 まず、報告第１号令和４年度高鍋町一般会計継続費繰越計算書についてでございますが、

防衛施設周辺道路改修等事業につきまして、継続費繰越計算書を調製いたしましたので、

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により御報告申し上げるものでございます。 

 次に、報告第２号令和４年度高鍋町一般会計繰越明許費繰越計算書についてでございま

すが、新型コロナウイルスワクチン接種事業ほか１８件の事業につきまして、繰越明許費

繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により御

報告申し上げるものでございます。 

 次に、報告第３号令和４年度高鍋町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について

でございますが、年度内に完了することができなかった高鍋浄化センターＵＰＳ交換事業

について、繰越明許費繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第１４６条

第２項の規定により御報告申し上げるものでございます。 

 次に、報告第４号株式会社高鍋衛生公社令和４年度会計決算及び令和５年度会計予算に

ついてでございますが、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により御報告申し上げる

ものでございます。 

 以上、４件につきまして御報告申し上げます。 

○議長（永友 良和）  ７番、中村議員ですが、ちょっと一言、中村議員、報告に対しては、

一応原則としては、質疑は行わないとなっておりますが、質疑によっては執行部も答えら

れない可能性もあると思いますので。 

○７番（中村 末子君）  はい、よろしいです。 

○議長（永友 良和）  そこは踏まえて。 

○７番（中村 末子君）  はい。 

○議長（永友 良和）  はい、よろしいです。中村議員。 

○７番（中村 末子君）  報告第４号について、経常利益が落ち込んでいる理由というのを、

これをちょっと知りたいなと思って、落ち込んでいる理由を把握されているのかどうか、

そこのところをどういうふうに見られているのかだけ、ちょっと１点だけ教えていただけ

ればと思って質疑をしました。よろしいですか、議長。 

○議長（永友 良和）  はい。総務課長。 

○総務課長（野中 康弘君）  総務課長。衛生公社のほうから決算の概況について御報告を

いただいておりますので、そちらで御説明をしたいと思います。 

 決算の概要につきましては、営業損益、こちらにつきましては売上高総額が２億

４,８０６万４,０００円となり、前期に比べ３３万９,０００円、０.１％の増収となりま

した。 

 委託収入、こちらはし尿くみ取り量が減り１０４万２,０００円、マイナス１.０％の減

収、浄化槽収入は管理基数の増で１３６万５,０００円、０.９％の増収となっております。 
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 貯水槽収入は、前期並みの請負件数で１万６,０００円、１.３％の増収となっておりま

す。 

 営業経費につきましては２億２,９２３万８,０００円で、前期に比べ４３４万

２,０００円、１.９％の増加となっております。 

 作業原価の労務費が正規従業員の増員等により１０４万７,０００円、０.７％の増、そ

の他の経費は、車両の修繕費や燃料費の増はあったものの、減価償却等の減により１０万

６,０００円、マイナス０.３％の減、期首と期末の仕掛作業高を加味した作業原価は

１８６万８,０００円、１.０％の増加となっております。 

 一般管理費は、積極的に参加した技能講習の受講経費や通信機器を更新したことによる

経費等の増で２４７万３,０００円、５.５％の増加となっております。 

 これらのことから、営業利益は１,８８２万６,０００円で、前期に比べ４００万

３,０００円の減益となっておりますという決算でございます。 

 以上です。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．同意第１号 

日程第９．同意第２号 

日程第１０．同意第３号 

日程第１１．同意第４号 

日程第１２．同意第５号 

日程第１３．同意第６号 

日程第１４．同意第７号 

○議長（永友 良和）  次に参ります。日程第８、同意第１号高鍋町農業委員会委員の任命

についてから日程第１４、同意第７号高鍋町農業委員会委員の任命についてまで、以上

７件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。同意第１号高鍋町農業委員会委員の任命についてから、同

意第７号高鍋町農業委員会委員の任命についてまでを一括して提案理由を申し上げます。 

 これらにつきましては、いずれも現在の農業委員会委員の任期が令和５年７月１９日を

もって満了となりますことに伴い、同意第１号につきましては上野光正氏を、同意第２号

につきましては幸妻正浩氏を、同意第３号につきましては坂本弘志氏を、同意第４号につ

きましては松井正一郎氏を、同意第５号につきましては坂元洋子氏を、同意第６号につき

ましては永友薫氏を、同意第７号につきましては橋口昌央氏を委員に任命したいので、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 以上、７件につきまして御同意を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  続きまして、略歴の説明を求めます。なお、再任の委員につきまし

ては説明を省略いたします。農業政策課長。 
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○農業政策課長（濱本 明俊君）  農業政策課長。同意第１号から同意第５号につきまして

は再任のため、略歴につきましては省略をいたします。 

 これより同意第６号から第７号につきまして、略歴の御紹介をさせていただきます。 

 まず、同意第６号、氏名、永友薫、生年月日、昭和４０年３月６日、現在５８歳です。

現住所、高鍋町大字持田２９３５番地。最終学歴、昭和６０年３月、鹿児島女子短期大学

卒業。職歴等、平成１３年４月、高鍋町社会福祉協議会、平成１９年３月、同上を退職、

平成１９年４月、高鍋カトリック聖母幼稚園、平成２７年３月、同上を退職、平成２７年

４月、農業で、現在に至っておられます。 

 続きまして、同意第７号、氏名、橋口昌央、生年月日、昭和４０年６月２３日、現在

５７歳です。現住所、高鍋町大字持田４２１７番地２。最終学歴、昭和５９年３月、高鍋

農業高等学校卒業。昭和５９年４月、農業、平成４年４月、矢野産業株式会社、平成６年

３月、同上を退職、平成６年３月、農業、平成２１年１０月、宮崎県農協果汁株式会社、

平成２２年４月、同上を退職、令和２年７月、高鍋町農地利用最適化推進委員で、現在に

至っておられます。 

 以上でございます。 

○議長（永友 良和）  以上で、説明が終わりました。 

 ここで、坂本弘志氏が議場におられますので、退場をお願いいたします。 

〔農業委員会会長 坂本 弘志君 退場〕 

○議長（永友 良和）  これから一括して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（永友 良和）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 本７件は人事案件でありますので、討論を省略し、これから１議案ごとに採決を行いま

す。 

 まず、同意第１号を起立によって採決します。本件は同意することに賛成議員は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、同意第１号高鍋町農業委員会委

員の任命については同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第２号を起立によって採決します。本件は同意することに賛成議員は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、同意第２号高鍋町農業委員会委

員の任命については同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第３号を起立によって採決します。本件は同意することに賛成議員は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、同意第３号高鍋町農業委員会委

員の任命については同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第４号を起立によって採決します。本件は同意することに賛成議員は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、同意第４号高鍋町農業委員会委

員の任命については同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第５号を起立によって採決します。本件は同意することに賛成議員は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、同意第５号高鍋町農業委員会委

員の任命については同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第６号を起立によって採決します。本件は同意することに賛成議員は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、同意第６号高鍋町農業委員会委

員の任命については同意することに決定いたしました。 

 次に、同意第７号を起立によって採決します。本件は同意することに賛成議員は御起立

願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（永友 良和）  起立全員と認めます。したがって、同意第７号高鍋町農業委員会委

員の任命については同意することに決定いたしました。 

 ここで、坂本弘志氏の入場を許可いたします。 

〔農業委員会会長 坂本 弘志君 入場〕 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第３７号 

日程第１６．議案第３８号 

日程第１７．議案第３９号 

日程第１８．議案第４０号 

日程第１９．議案第４１号 

○議長（永友 良和）  日程第１５、議案第３７号高鍋町国民健康保険税条例の一部改正に

ついてから日程第１９、議案第４１号令和５年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第

１号）まで、以上５件を一括議題といたします。 

 一括して提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（黒木 敏之君）  町長。議案第３７号高鍋町国民健康保険税条例の一部改正につい

てから、議案第４１号令和５年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第１号）についてまで
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を一括して提案理由を申し上げます。 

 まず、議案第３７号高鍋町国民健康保険税条例の一部改正についてでございますが、本

案につきましては、国民健康保険事業を運営する県に納める納付金を確保するため、国民

健康保険税の基礎課税分、後期高齢者支援金等の課税分、介護納付金課税分について、税

率等を引き上げることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第３８号一ツ瀬川雑用水管理事業の設置等に関する条例の一部改正について

でございますが、一ツ瀬川雑用水管理事業につきましては、使用水量に応じた料金の徴収

と面積賦課による料金徴収を行っております。今回高鍋税務署との協議の中で、面積賦課

による料金徴収分につきましては、消費税の課税対象外とすることが可能であるとのこと

でした。 

 ただし、現行の条例では適用することができず、経費負担の基準を条例に明記すること

が必要とのことで、今回経費分担の基準を本条例に追加するため、所要の改正を行うもの

でございます。 

 次に、議案第３９号令和５年度高鍋町一般会計補正予算（第４号）についてでございま

すが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ４億８,５６３万８,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１１２億５,２１６万９,０００円とするものでございます。 

 本案につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の令和５年度

の配分が示されたことによる事業の追加、社会資本整備総合交付金事業の内示に伴う道路

改良事業等の追加などを行うものでございます。 

 補正の主な内容についてでございますが、歳出につきましては、住民税が非課税である

世帯等に３万円を支給する住民税非課税世帯に対する緊急支援給付金、就学援助対象者で

住民税非課税世帯に対する緊急支援給付金の対象とならない世帯に３万円を支給する就学

援助受給者世帯臨時給付金、プレミアム付商品券第２弾発行事業補助金、町道東光寺・鬼

ヶ久保線ほか社会資本整備総合交付金事業の内示に伴う道路改良事業等の追加、２名の方

から頂きました寄附金を寄附者の御意向に沿って、高鍋西小学校及び高鍋東中学校の教育

振興のため、備品等を購入するものなどでございます。 

 歳入につきましては、事業内示等に伴う国・県支出金の調整、財政調整基金等からの繰

入金を増額するものなどでございます。あわせまして、都市公園建設事業に関わる地方債

を追加し、社会資本整備総合交付金事業及び公営住宅施設整備事業に関わる地方債の変更

を行うものでございます。 

 次に、議案第４０号令和５年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

てでございますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ６９万円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ２６億１７４万９,０００円とするものでございます。 

 補正の主な内容といたしましては、国民健康保険税率の改正に伴う財源調整でございま

す。 

 次に、議案第４１号令和５年度高鍋町下水道事業会計補正予算（第１号）についてでご
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ざいますが、今回の補正は、歳入歳出予算の総額に変更はなく、歳出の費目間で予算額の

組替えを行うものでございます。 

 内容といたしましては、当初予算編成時に収益的支出における修繕を予定していた工事

につきまして資産の更新を伴う工事に変更となりましたことから、収益的支出、下水道事

業費用、営業費用、処理場費の減額及び資本的支出、建設改良費、処理場建設改良費の増

額を行うものでございます。 

 また、このことにより、起債の目的を資本費平準化から建設改良に改めるものでござい

ます。 

 以上、５件の議案につきまして御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永友 良和）  しばらく休憩いたします。 

午前10時30分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時30分再開 

 

 

 

 

 

────────────・────・──────────── 

○議長（永友 良和）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 なお、この後、１０時４５分より議員協議会を開催いたしますので、第３会議室に議員

の皆様はお集まりください。お疲れさまでした。 

午前10時31分散会 

────────────────────────────── 

 


